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7 土

国道１９７号 大分市　志生木 速度違反

国道１０号 杵築市　山香町 速度違反

国道５００号 中津市　折元 交通検問

別府市　浜町 速度違反

国道３２６号 豊後大野市　三重町 速度違反

大分県警察／交通指導課

【令和元年９月１日（日）～令和元年９月１５日（日）】

　上記期間の主な取締り計画は次のとおりです。なお、天候や突発事案により、日時、路線、場所等は変更するこ
とがあります。また、各署では、記載している計画の他に随時、交通指導取締りを実施しており、予告看板等を設
置せずに「可搬式オービス」による速度違反取締りも県下全域で実施しています。

路線 場所 取締種別

1 日

広域農道 日田市　天瀬町 速度違反

国道１０号

3 火

県道臼杵坂ノ市線 大分市　木田 速度違反

2 月

国道１９７号 大分市　萩原 バスレーン

国道５０２号 臼杵市　野津町

国道４４２号 豊後大野市　朝地町 速度違反

国道１０号 杵築市　山香町 速度違反

速度違反

国道３８６号 日田市　友田 速度違反

5 木

県道豊後高田安岐線 豊後高田市　新地 携帯電話・シートベルト

4 水

県道大在大分港線 大分市　王子町 速度違反

国道１０号 佐伯市　尺間

国道４４２号 竹田市　城原 速度違反

医大バイパス 大分市　東院 速度違反

速度違反

国道１０号 別府市　京町 バスレーン

6 金

国道１０号 別府市　北浜 速度違反

県道豊後高田安岐線 国東市　安岐町 速度違反

国道２１３号 杵築市　守江 速度違反

○ 横断歩道でのマナーアップ！～大分は優しいマナーと思いやりの運転県～

交通事故では、車の衝突速度が高くなるほど被害は大きくなります。

衝突速度が５０キロを超えると、歩行者の致死率が８０％に達すると言われていま

す。

横断歩道では歩行者優先です。

ドライバーの皆さんは横断歩道の手前では速度を控え、歩行者の有無をしっかり確

認してください。歩行者がいる場合は必ず一時停止をお願いします。

○ やめよう、運転中の携帯電話・スマートフォンの使用

車を運転中に携帯電話で話したり、画像を見ることで注意散漫になるため、交通事

故が発生しやすくなります。

近年におけるスマートフォンの普及等に伴い、携帯電話使用等による交通事故の件

数は、増加傾向にあり、平成３０年中は全国で２，７９０件で５年前（平成２５年）

の２，０３８件から約１．４倍に増加しています。

１２月からは運転中の携帯電話使用についての罰則が強化されます。

「ながら運転」は大変危険です。絶対にやめましょう。
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9 月

国道２１３号 国東市　安岐町 可搬式オービス

8 日

国道４４２号 大分市　木上 速度違反

県道豊後高田国東線 豊後高田市　真玉

国道１９７号 大分市　萩原 バスレーン

国道２１０号 由布市　庄内 速度違反

速度違反

国道３２６号 豊後大野市　三重町 速度違反

12 木

国道２１２号 中津市　三光 速度違反

11 水

県道佐伯蒲江線 佐伯市　堅田 速度違反

国道１０号 大分市　下判田

県道鶴崎大南線 大分市　皆春 交差点違反

国道１０号 別府市　京町 バスレーン

可搬式オービス

国道１０号 宇佐市　四日市 速度違反

14 土

県道糸原杵築線 国東市　安岐町 交差点違反

13 金

国道１０号 別府市　浜町 速度違反

県道大分臼杵線 大分市　宗麟大橋

県道別府一の宮線 玖珠郡　九重町 速度違反

国道１０号 宇佐市　四日市 速度違反

速度違反

県道別府一の宮線 玖珠郡　九重町 交差点違反

大分県警察本部交通指導課（097-536-2131）
問い合わせ先

＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等、交差点における交
通違反の総称です。

10 火

国道１０号 臼杵市　野津町 速度違反

国道２１３号 豊後高田市　新地 交差点違反

国道２１２号 日田市　大山町 速度違反

国道５７号 竹田市　七ツ森 速度違反

広域農道 日田市　天瀬町 速度違反15 日

県道国東安岐線 国東市　安岐町 速度違反


